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重要なお知らせ 
 

今回の募集は、2025年２月以降に渡航する交換留学のプログラムです。本プログラム

募集開始時点において、本学では以下の特別措置を伴いながら海外派遣を行うこととしてい

ます。 

 

【（参考）学生の海外派遣プログラムの特別措置について】 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本学は、外務省が発出する感染症危険情報

レベル２以上の国・地域への学生派遣を大学が指定した条件を満たし、かつ留意事項を遵

守できる場合に限り、必要な手続を経た上で、渡航を認めることとしています。 

 

昨今の国際情勢を踏まえ、募集開始時点もしくは選考終了後において応募・派遣対象

となっている大学であっても、派遣学生の安全を確保するため、感染症のみなならず紛

争等の影響に応じて、上記の特例措置の内容に変更の可能性があること、また、最悪の場

合、プログラムの延期や中止の可能性があることを理解した上で、各種留学準備を進めて

いただくようお願いします。 



学生交換協定に基づく派遣学生募集要項（2024年度春募集） 

交換留学実施につき、派遣候補者としてふさわしい学生を、下記のとおり募集します。本学

の代表として自覚と誇りを持った上で高い留学成果を上げることができる学生を求めます。 

「東京都立大学学生交換協定及び学生派遣協定による派遣学生候補者の選考方針」（以下

「選考方針」という。）及び本要項を熟読し、提出書類や応募要件等を確認した上で応募して

ください。 

記 

１ 目的 

本学との学生交換協定に基づき本学から派遣する学生に対し、異なる文化的・学術的環境において

学ぶ機会を提供することにより、学生の国際交流を深めることを目的とする。 

２ 概要 

  交換留学とは、本学と学生交換協定を締結した海外の大学（以下、「協定校」という）に、半年又

は１年間留学できる制度。本学と協定校は相互に学生を派遣することで留学生の授業料を相互不徴

収とすることを約束しており、本学学生が留学する際には、本学に在学し授業料を納めていれば、協

定校への授業料を納める必要はない（一部有料語学コースを除く）。 

また、本制度は単なる語学力の向上ではなく、原則として専攻分野に関わる科目の履修を目的とし

た留学を主としている。 

３ 募集する大学 

  別表「学生交換協定に基づく派遣学生募集対象大学一覧（2024年度春募集）」のとおり 

４ 応募資格 

本学に在籍している正規学生（休学者は除く。）で、以下の要件を全て満たす者。 

（１） 応募要件

① 各在籍学年の最低修得単位数を満たしており、かつ学業成績において、以下に定める計算方法に
よって算出された成績評価係数が、2.0以上であること。

（「５」の単位数×４）+（「４」の単位数×３）+（「３」の単位数×２）+（「２」の単位数×１）÷ 前年度取得単位数

 学業成績チェックシートは以下リンク先の「学業成績チェックシート（Excel）」からダウンロー

ドできる。（http://www.ic.tmu.ac.jp/study_overseas/sb_schedule.html） 

② 本学学内応募語学基準を満たしていること。

③ 派遣先協定校の出願資格及び要件を満たしていること。

④ 応募前に国際センター海外留学相談室に相談の上、語学要件や学修できる分野等、派遣先協定

校とのマッチングを確認できていること。

⑤ 「誓約書」記載の全項目について確認及び同意の上、誓約書の提出ができること。

受講言語 本学学内応募語学基準 

英語による授業科目の受講を希望する場合 IELTS 5.5以上（各セクション 4.5以上）又は 

TOEFL iBT 60以上（各セクション 14以上） 

当該地域の言語（英語を除く。）による授業

科目の受講を希望する場合 

本学学内応募語学基準はなし。 

ただし、応募後、当該地域の言語（英語を除く。）

の学内語学試験を実施する。 
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（２） 応募要件に関する注意事項

① 学業成績について

・ 学業成績は、前年度に本学で履修した科目に対する学修の評価とする。

・ 休学等により前年度履修した科目がない場合は、直近年度に履修した科目に対する学修の評

価とする。

【派遣先協定校にて、学業成績要件がある場合】 

・ 成績評価係数及び学業成績要件について、学内要件ではなく、協定校が提示する要件を優先

する。

・ 学業成績は、これまで登録したすべての科目に対する学修の評価とする。

② 語学要件について

・ IELTS、TOEFL iBT、その他の語学要件としてスコアの提出が必要な語学試験については、原

則テストセンターで受験したもののみ認める。ただし、TOEFL iBTに限り、テストセンターで

の受験が困難な場合については、「TOEFL iBT Special Home Edition」のスコアを語学能力証

明書として提出することを認める。「TOEFL iBT Special Home Edition」のスコアにて応募す

る場合は、学内選考を通過後、留学先に出願をする際に、原則、派遣先協定校の語学要件を満

たした、テストセンターで受験する TOEFL iBTのスコアが必要になることを理解し応募するこ

と。

・ IELTSについては、IELTS Academicのみ提出を認める

【派遣先協定校にて、語学要件がある場合】 

・ 語学要件について、学内応募語学基準ではなく、協定校が提示する要件を優先する。

・ 派遣先協定校の語学要件が本学の学内応募語学基準より低く設定されている場合でも、学内

応募語学基準を満たすことは必須条件である。

③ 各協定校の出願資格及び要件について

別表「学生交換協定に基づく派遣学生募集対象大学一覧（2024年度春募集）」には、語学要件

や募集定員等、募集要項作成時点での重要な協定校情報を掲載しているが、協定校の定める受入

基準や語学要件、申請締切、協定校情報等は予告なく変更されることがあり、非英語圏の協定校

においては英語による授業が十分に開講されないこともある。 

別表掲載事項が協定校情報の全てではないことを理解し、応募する際は、必ず各自 kibaco「海

外留学協定校情報」の Information sheet や協定校の公式ホームページ、Fact sheet等で最新情

報をよく確認の上、応募すること。応募時から派遣先大学の要件が変わった、応募時に派遣先大

学から提供される情報が不足していた等の事由による留学辞退は、原則認めることができない。 

 選考に通過し正式に派遣学生候補者となるまで、協定校へ直接連絡を取らないようにするこ

と。やむを得ず、協定校との連絡が必要となる場合は、必ず国際課に相談すること。 

なお、自身の国籍と同一の国等への留学を希望する者は、希望先大学によって受入学生の国籍

に要件を設けている場合があるため、応募前に国際課へ相談すること。 

④ 海外留学相談室での応募前相談について

各自で協定校について情報収集の上、留学ワークシートを記入し、面談を受けること。面談の

予約は以下のホームページから確認できる。 

（国際センター・国際課ホームページ：http://www.ic.tmu.ac.jp/study_overseas/consult.html） 

⑤ 留学時期について

別表「学生交換協定に基づく派遣学生募集対象大学一覧（2024年度春募集）」に記載されてい

る留学期間は、募集時点のものであるため、変更となる場合がある。協定校の留学期間をホーム

ページで必ず確認し、本学における履修計画も十分に考慮した上で、留学計画を行うこと。特に、

2025年２月に留学開始が予定されている大学を選ぶ場合は、本学の学年暦と重複する可能性があ

ることを理解し応募すること。 
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⑥ 応募説明会について

応募にあたって注意事項を説明するため、応募を希望する場合は、原則参加すること。 

（３）応募に関する注意事項 

提出書類の「誓約書」記載の全項目を必ず確認した上で応募すること。「誓約書」は、本人及

び保証人が熟読の上署名し、遵守事項を理解した上で応募すること。 

５ 留学期間 

 交換留学は学期単位で留学を行う制度であり、選択できる期間は別表「学生交換協定に基づく派

遣学生募集対象大学一覧（2024年度春募集）」のとおり（半期（１学期間）、通年（２学期間）ま

たは語学＋半期（２学期間））とする。 

６ 募集定員 

別表「学生交換協定に基づく派遣学生募集対象大学一覧（2024年度春募集）」のとおり 

７ 応募 

第３希望まで申込み可とする。 

 ただし、第１希望、第２希望及び第３希望それぞれの大学の応募要件を満たしており、どの大学

であっても留学したいという強い意志と、明確な志望理由のある場合に限る。 

また、以下の第１次エントリーの応募期間内に書類を提出した後、第２次エントリー受付期間内

に派遣先協定校を変更することを認める。変更の場合の国際センター海外留学相談室での相談は任

意とする。第１次エントリーと第２次エントリーの日程及び提出書類は以下のとおり。 

（１）エントリー日程 

① 第１次エントリー

  応募期間：2024年４月 15 日月曜 ～ ５月 16日木曜 17:00 ※12：30～13：30 を除く

  応募締切：５月 16日木曜 ※郵送必着  

② エントリー状況発表

  発表日時：2024年５月 17 日金曜 ～ ５月 23日木曜正午 

  掲示内容：大学毎の応募状況及び応募者の語学能力スコアの分布を kibaco にて発表する。

変更を希望する場合は、第２次エントリー受付期間に必要書類を提出すること。

なお、状況発表は変更があった場合のみ、期間中の平日において正午を目途に行

う。 

③ 第２次エントリー（エントリー変更のみ。新規の応募は受け付けない。）

  受付期間：2024年５月 17 日金曜 ～ ５月 23日木曜 17:00 ※12：30～13：30 を除く 

受付締切：５月 23日木曜 ※郵送必着 

（２） 事前エントリー

第１次エントリー応募締切前に、以下の URLもしくは以下の QRコードからプレエントリーフ

ォームにアクセスし、必要事項を入力して送信すること。（第２次エントリー時に、再度の送信

は不要。）

URL:https://forms.office.com/r/9SEjedCfAW 

【応募説明会日程】 

2024年４月 15日月曜 12：10～12：50 

オンライン開催（参加 URLは kibaco「海外留学協定校情報」のお知らせにて案内）
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（３） 提出書類（各１部）

No 書類（提出形態） 留意事項等 
エントリー日程

第１次  第２次  

１ 交換留学申込書 

（紙（原本）） 

緊急連絡先欄：留学応募への理解と留学終了までの協力を得られることを

確認し、署名を得ること。（電子署名も可とする）。 

担当教員署名欄：本要項 11 その他「（１）担当教員について」を参照の

うえ依頼し、署名を得ること（電子署名も可とする）。 

○ ○ 

２ 学業成績チェックシ

ート（データ） 

以下サイトの「学業成績チェックシート」のリンクからエクセルファイル

をダウンロードし、入力したものをデータにて提出すること。 

http://www.ic.tmu.ac.jp/study_overseas/sb_schedule.html
○ 

△ 
派遣先

大学に

よる

３ 成績証明書 

（紙（原本）） ○ 

４ 成績通知書 

（紙（原本）） 

Campus Square にて入手可。 

派遣先協定校に成績要件がない場合：前年度分のみの成績・GPA（学部生

のみ）が記載されたものを提出。 

派遣先協定校に成績要件がある場合：前年度分のみの成績・GPA（学部生

のみ）が記載されたもの及び入学以降すべての成績・GPA（学部生のみ）

が記載されたものの 2 枚を提出。 

○ 

５ 小論文（データ） 志望理由（留学への志望動機、抱負）、留学計画（派遣先大学での勉学又

は研究計画）について記したワードデータを提出すること。kibaco での

提出時のファイル名は「氏名_小論文」とすること。 

① 400～1,200 字以内

② 横書き、400 字詰めの原稿用紙の様式で提出すること。

③ 氏名や学籍番号は記載しないこと。

○ ○ 

６ 誓約書（紙（原本）） 学生本人・保証人両者が誓約事項を熟読の上、学生本人及び保証人の署名

を自署にて記入すること（電子署名も可とする）。なお、保証人は学籍上

の保証人と同一の者とすること。 
○ 

７ 言語能力を証明する

書類（紙（コピー）） 

英語による授業科目の受講を希望する者:TOEFL iBT または IELTS のスコ

アのコピーを提出すること。

当該地域の言語（英語を除く）による授業科目の受講を希望する者:応募

時に当該言語の能力を示す語学試験の受験結果のコピーを提出すること。 

○ 

８ 語学試験受験費用補

助申請書（データ） 

※希望者のみ提出

語学試験受験費用の補助申請を希望する場合は、所定の様式に記入し応募

書類と一緒に提出すること。

本学に口座を未登録の者は「支払金口座登録依頼書」及び口座通帳の番号

が記載されているページのコピーも併せて提出する。 

○ 

９ パスポート等のコピ

ー（データ） 

応募時点でパスポートを所持している者についてはそのコピーを、まだ所

持していない者については学生証のコピーをカラースキャンしたものを

データで提出すること。
○ 

10 書類提出上の注意事

項及びチェックリス

ト（紙（コピー））

あらかじめ提出書類に不足等がないか✔マークを記入の上、提出するこ

と。該当しない項目については斜線を引くこと。 ○ 

（４） 提出方法等

・ 紙による提出書類については、第１次エントリー応募締切までに、以下の宛先に簡易書留で

郵送、または国際課窓口にて提出すること。

・ データによる提出書類については、第１次エントリー応募締切までに、kibaco の「留学応募

用ページ」を自己登録の上、同ページの課題（「2024年度交換留学春募集応募用提出フォーム」）

から定められた資料をアップロードすること。

【宛 先】〒192-0397 

東京都八王子市南大沢 1-1南大沢キャンパス国際交流会館１階国際課留学生交流係 

【E-mail】 outbound@jmj.tmu.ac.jp  
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※ 国際課窓口受付時間：９：00～17：00（12：30～13：30を除く）

※ 郵送で提出する際は郵送時に以下メールアドレス宛に書類を送付した旨をメールすること。

※ 書類に不明点等があった場合は、交換留学申込書に記載された「～@ed.tmu.ac.jp」アドレ

スへ連絡するため、頻繁にメールチェックをすること。

※ 事前エントリーが済んでおり、かつ、紙及びデータ両方での提出が第１次エントリー応募

締切までに完了しているもののみ応募を受け付ける。いずれかのみが完了している状態で

は応募を受け付けないため注意すること。

８ 選考 

応募学生が選考方針に適っているかどうかを審査するため、以下のとおり第１次選考と第２次選

考による学内選考を行い、その結果に基づき合格者を決定する。 

なお、派遣希望先が定める募集枠数に満たない応募数であったとしても、選考の結果、不合格と

なる場合がある。 

・ 第１次選考：言語能力及び小論文によって書類選考を行う。

【受講言語が英語の場合の語学能力試験】

  学内試験は実施せず、提出書類の TOEFL iBTまたは IELTS で評価する。 

【受講言語が英語以外の場合の語学能力試験】 

  受講言語科目を提供する教室の教員による筆記試験及び口頭試問により語学能力を評価

する。 

・ 第２次選考：面接選考を行う。

９ スケジュール 

① 申込に関する日程

応募説明会（原則参加必須） ４月 15日月曜 12:10～12：50 

第１次エントリー受付期間 ４月 15日月曜～５月 16日木曜 17:00 郵送必着※ 

エントリー状況発表期間 ５月 17日金曜～５月 23日木曜 正午（目途）更新 

第２次エントリー受付期間 ５月 17日金曜～５月 23日木曜 17:00 郵送必着※ 

② 選考等に関する日程

第１次選考及び第２次選考（留学先での授業受講言語によって一部異なる） 

第１次選考のうち語学能力試験 

留学先での受講言語 

英語 英語以外 

学内試験は実施しない 

学内試験を６月初旬（予

定）に実施する。 

詳細は応募時に連絡する。 

第１次選考合格発表 ６月 19日水曜 正午（目途） 

第２次選考（面接選考） ６月 29日土曜 試験時間は別途連絡する。 

派遣候補者合格発表 ７月 26日金曜 正午（目途） 

合格者オリエンテーション 

７月 26日金曜 18：00～19：30 （予定） 

※ 今後の留学手続及び提出書類の説明を行うので、必ず

出席すること 

※ 合格者オリエンテーションを含む、合格決定後の事前研修は参加必須となる。応募の時点で

日程を調整すること。

１０ 派遣学生候補者の発表（第１次選考及び第２次選考） 

kibaco にて発表する。合否について、国際課から学生への個別連絡は一切行わないため、結

果については各自確認すること。 
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１１ その他 

（１） 担当教員について

① 担当教員とは

本学の留学プログラムで派遣される学生は、所属教授会等の推薦に基づき学長による

「留学許可」を受ける必要がある。それに伴い、学生の留学に関する担当教員を、所属す

る学部・研究科の教員に、学生自身で依頼する必要がある。

② 担当教員を依頼する教員について

以下の方法で依頼すること。 

Ａ．ゼミ・研究室に所属している学生は、ゼミ・研究室の指導教員に依頼する。 

Ｂ．所属コース・所属教室で依頼できる教員がいる学生は、その教員に依頼する。 

※ Ａ. Ｂ. いずれの方法でも担当教員を依頼することが不可能な場合：

各学部等によって問合せ先が異なるため、早めに所属の教務係に確認をすること。 
③ 依頼方法

担当教員には自分の留学の目的や計画等をしっかり説明し、留学申込を認めていただい

た上で、以下の内容を依頼すること。 

・ 留学申込書の「担当教員欄」への署名

・ 留学内定後の履修相談をさせていただくこと

・ 留学中に「在籍確認兼月次報告書」（様式あり・毎月初旬にメールに添付）にて留

学状況を報告させていただくこと

④ 参考資料「担当教員の役割について」

 依頼の際は、参考資料「学生の交換協定・学生派遣協定に基づく『担当教員』の役割に

ついて」を持参の上、依頼すること。 

（２） 経済支援制度について

 本学の交換留学・派遣留学プログラムに参加する学生は、本選考に合格後、本学の経済支援

制度に別途応募することが出来る。支給額については次ページ（「東京都立大学派遣留学生経

済支援実施要領」より抜粋）を参照すること。

（３） 海外旅行保険及び危機管理サービスについて

派遣学生は、留学にあたって現地の安全情報に十分注意し、本学の指定する海外旅行保険（学

研災付帯海外留学保険）及び海外安全危機管理サービスに加入することが義務付けられてい

る。

渡航後は、日本大使館や総領事館に在留届を提出したうえで、随時状況確認ができるように、

本学と連絡を密にすることが求められる。

派遣学生の安全管理については、事前研修を行うので、必ず出席すること。

１２ 問合せ先 

東京都立大学管理部国際課留学生交流係 E-mail: outbound@jmj.tmu.ac.jp 
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【東京都立大学派遣留学生経済支援実施要領抜粋（25 首都大管国第 80 号）】 
別表１（第 4 条関係） 

派遣先地域別 奨学金月額（令 2首都大管国第 1348号・一部改正、令 5 都立大管国第 498 号・一部改正） 

派 遣 先 地

域 

奨学金月額 地域名・都市名 

授業料減免

適用者を除

く 

授業料減免

適用者 

指定都市 10 万円 10 万円 アビジャン、アブダビ、クウェート、サンフランシスコ、シンガポール、ジッダ、ジュ

ネーブ、ニューヨーク、パリ、モスクワ、リヤド、ロサンゼルス、ロンドン、ワシント

ン

甲地域 8 万円 10 万円 ・北米

・欧州

・中近東（アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、

エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、コソボ、スロバキア、

スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブル

ガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴス

ラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア

を除く。）

（主な都市）

アムステルダム、アンカレッジ、ウィーン、ヴァンクーバー、エルサレム、コペンハー

ゲン、シアトル、シカゴ、チューリッヒ、トロント、ニューオリンズ、ハンブルグ、フ

ランクフルト、ブラッセル、ホノルル、ボストン、マドリッド、モントリオール、ロー

マ

乙地域 7 万円 9 万円 指定都市、甲地域、丙地域以外の地域 

（主な都市） 

ウェリントン、クアラルンプール、サンクトペテルブルク、シドニー、ジャカルタ、ソ

ウル、ソフィア、タシケント、バンコク、プラハ、ブダペスト、マニラ、メルボルン、

ヤンゴン

丙地域 6 万円 8 万円 ・アジア（インドシナ半島（シンガポール、タイ、ミャンマー、マレーシアを含む）、

インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ、香港を除く。）

・中南米

・アフリカ

（主な都市）

カイロ、ケープタウン、サンパウロ、上海、台北、ナイロビ、

ブエノスアイレス、北京、メキシコシティー、リオデジャネイロ、リマ

(注) 原則として、授業料減免適用者は、経済支援申請時に本学の授業料減免制度を受けている者とする。 

別表２（第 4 条関係）（平 29首都大管国第 1099 号・追加、令 2 首都大管国第 1348 号・一部改正） 
奨学金支給基準

派遣期間 支給月数 
8 日 ～ 31 日 1 
32 日 ～ 62 日 2 
63 日 ～ 93 日 3 
94 日 ～ 124 日 4 
125 日 ～ 155 日 5 
156 日 ～ 186 日 6 
187 日 ～ 217 日 7 
218 日 ～ 248 日 8 
249 日 ～ 279 日 9 
280 日 ～ 310 日 10 
311 日 ～ 341 日 11 

342 日 ～ 365 日（366 日*） 12 
*閏年の 2 月 29 日を含む留学プログラムの場合のみ。

別表３（第 5 条関係）（平 26首都大管国第 995 号・追加、令 5首都大管国第●号・一部改正） 
派遣先地域別 渡航費 

派遣先地域 渡航費（上限） 
アジア地域
アフガニスタン、インド、インドネシア、韓
国、カンボジア、シンガポール、スリランカ、
タイ、台湾、中国、ネパール、パキスタン、バ
ングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブ
ータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、
マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴ
ル、ラオス

15 万円 

上記以外の地域 25 万円 
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東京都立大学 留学生・留学委員会 

 以下の５つの観点から、本学の派遣学生としてふさわしい学生を推薦する方針で選考を

実施します。 

 

1. 留学の目的及び計画が明確で、高い留学成果が期待できること 

(1) 明確な留学目的  

留学すること自体が目的ではなく、各協定大学に派遣されて学ぶ目的と計画が明確でなくてはなりません。各協定大

学の学部・研究科の特性を正確に理解し、単なる語学研修ではなく、自身の専門やその他多様な学問分野を異なる環境

で学ぶ機会と捉え、留学しなくてはできないことを実現しようとしている学生を推薦します。派遣先の決定にあたって

は、大学案内やウェブサイトのような先方の大学から発信されている情報だけに頼らず、自己の視点で留学先となる大

学の学部・研究科を的確に評価し、あらかじめ、自身の学習の目的・計画と合致しているかを確認しておくことが重要

です。 

 

(2) 実現可能で高い成果が期待できる学習計画 

留学期間中の学習計画が現実的かつ緻密で、専攻する学問分野に限らずとも、広くその大学生活において、留学を契

機とする高い成果が期待できることも重要です。また、派遣先大学にて自己の専門科目の履修を行い、単位取得を目指

す姿勢をもった学生を推薦します。 

 

(3) 帰国後の学生生活や将来のキャリアへの明確な展望 

留学後の学生生活や自身のキャリア形成に通じる展望が明確で、将来にわたって留学の成果を上げることが見込まれ

ることも重要な要素になります。 

 

2. 派遣学生として必要な資質を備えていること 

異国での生活においては、文化や生活習慣の違いにより戸惑いや困難は避けることができず、思いもよらない事態に

遭遇することがあります。そのような困難を乗り越えてこそ、留学による成果が期待されるものです。また、多くの場

面で、自身の立場や意見を発信することも求められます。このため、異なる文化のもとでの長期間の留学に耐え得る健

康な心身と適応力や柔軟性を備えている学生を推薦します。 

交換留学生については、交換型派遣留学制度の趣旨を十分に理解し、異なる文化・学術環境において学ぶ機会を活用

でき、研究交流や学生交流を深めることにも貢献できることが期待される学生を推薦します。 

 

3. 十分な語学力を備え、学業成績も優秀であること 

留学に必要とされる水準の語学力を備えていなければなりません。また、留学で見識を深めようとしている学問分野

についての必要な学業成績に加え、専攻する分野以外の領域についても一定程度以上の関心を持てることが必要です。

さらに、必ずしも関心の向かない事柄についても、必要とされる努力をいとわないことが求められます。 

このような観点から、学業成績については、本学で修得した単位の成績について、総合的に審査して推薦します。 

 

4. 日本の文化や習慣を理解し、異文化下におけるコミュニケーション能力があること 

日本の文化や風俗を理解し、協定大学にて紹介する意欲を持つとともに、他国の文化や風俗を理解しようとする姿勢

が大切です。 

個性の異なる他者とも協調し、多様な価値観を尊重しながらコミュニケーションを取ることができ、国境を越えた幅

広いネットワークを構築し、将来国内外での活躍が期待できるような学生を推薦します。 

東京都立大学学生交換協定及び学生派遣協定による派遣学生候補者の選考方針 
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5-1. 交換留学 東京都立大学の交換留学生として誇りと自覚を持ち、海外に本学の魅力

を発信できること 

(1) 交換留学生としての自覚と姿勢 

交換留学は、交流協定を締結している大学との間で、相互に学生を派遣し合うもので、派遣される学生はそれぞれの

大学の代表として送り出されます。東京都立大学の代表として派遣されるからには、常にその自覚を持ち、留学の初志

を忘れず意欲的に学習に取り組み、何事についても信義を重んじ誠実に振る舞うことが求められます。 

ウェブや文献複写依頼でカバーすることのできない領域について見識を広めることにこそ、留学とりわけ正課の講義

を履修できる交換留学生として、留学する意義があります。したがって、一定水準以上の語学力が求められることは当

然ながら、指導を受ける機会を最大限に活かすためのコミュニケーション能力を備えていることが重要です。 

コミュニケーションを積極的に図ろうとする姿勢に欠ければ、上記のような目的は達成できません。派遣先大学の教

員や学生だけでなく、日常生活で関わる人たちとの間でも、留学生活を支える協力を得られる程度の関係形成ができる

学生を推薦します。 

 

(2) 交換留学生にふさわしい学生 

交換留学生として選出された場合、個人の都合による辞退などは断じて許されません。志願者の自由な意思に基づき

留学を決意し志願する以上、東京都立大学留学生・留学委員会は、その自己決定を信頼して選考を行います。交換留学

生として送り出すために、大学は様々な手配を行うため、派遣候補者は、自己の決断について責任を自覚しなくてはな

りません。 

留学中の現状報告や帰国後の留学報告など、交換留学生に課される責務全般を滞りなく行うことはもとより、後に続

く留学希望者への情報提供などにも積極的に協力し、交換型派遣留学制度の一層の充実にも尽力する姿勢を持つ学生を

推薦します。 

 

(3)東京都立大学の魅力の発信 

東京都立大学の学生代表として派遣される以上、本学を交換留学協定の相手方に選んだという先方の信頼に応えなく

てはなりません。 

また、学生交換協定充実のため、相手方協定大学の多くの学生に、東京都立大学に留学したいと思ってもらえるよう

に本学の魅力を伝えることも望まれます。本学について尋ねられたときには、本学の代表として的確に対応できるよう、

本学の基本的な情報だけでなく本学の魅力についても深く理解している学生を推薦します。 

 

5-2. 派遣留学 高い目的意識を持ち、派遣先大学が求める基準をクリアできること 

(1) 留学生としての自覚と姿勢 

派遣留学は、英語圏の大学を主なターゲットとしていることから、先方から高い語学基準が求められています。また、

派遣留学制度の置かれている状況を認識し、新たな派遣先拡充に対する大学の努力に応え、派遣先大学との協定の存続

に貢献できるような学生を派遣します。 

したがって、高いレベルの語学力を備え、その他求められる入学水準をクリアしようと努め、さらには留学の目的意

識や志の高い学生に門戸が開かれます。 

派遣先の大学の環境下で学習・研究できる好機を十二分に活用し、高い留学の成果を残すことはもちろん、この留学

が将来のキャリア形成にも大きく寄与する期待がもてる学生を推薦します。 

 

(2) 奨学金の獲得など留学費用の調達見込み 

派遣留学制度は、在外留学期間中でも東京都立大学への授業料が免除されず、派遣先大学の授業料も負担しなければ

なりません。さらに、留学期間中の生活費やその他の必要経費も必要です。この留学制度での留学を志願しようとする

学生は、これらの費用捻出の見通しが立たなければ留学が実現できないため、積極的に資金獲得に向けて努力する学生

を推薦します。 
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学生交換協定に基づく派遣学生募集対象大学一覧（2024 年度春募集）別表の見方及び注意事項 

 
記載されている「留学期間」は、募集時点のものである。 

変更になる場合があるため、必ず kibaco「海外留学協定校情報」＞資料＞「１．地域別協定校情報（交換留学）」内の Information sheet、各大学の Fact 

sheet 及びホームページで確認すること。また留学開始日と終了日については、応募時では未確定であるため、本学の学年歴と重複する可能性があること

を理解し応募すること。 

 

【kibaco へのアクセス方法】 

kibaco にログイン（https://kibaco.tmu.ac.jp/portal） → マイページタブをクリック → 「授業一覧」をクリック→授業自己登録をクリック 

→授業名から「海外留学 協定校情報」（ID：ahpartner）を検索→「海外留学 協定校情報」のチェックボックスにチェックを入れ、登録ボタンをクリッ

ク → 登録完了 ※本学在校生のみアクセス可能。 

 

注意事項 

 
① TOEFL iBT 及び IELTS の各セクションは、Listening (L)、Reading (R) 、Writing (W)、Speaking (S)を示す。 

② 【再募集】は、2023年度秋募集で交換派遣学生を募集したが、応募定員数に満ちていないため、引き続き 2024年度春募集にて半期のみの募集を行う大学を

指す。留学期間に注意すること。 

③ Semester spots は学期枠のことを指す。例として、4 semester spots が募集定員の場合は、半期で 4名、通年で 2 名もしくは通年 1 名と半期 2 名を派遣す

ることが可能である。 

④ Sufficient English Skill 等、語学スコア等で明確に判断できない語学要件については、学内応募語学基準を超えていることを要件とする。 

別表の見方 
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別表「学生交換協定に基づく派遣学生募集対象大学一覧（2024年度春募集）」

※　【再募集】欄は、2023年度秋募集で交換派遣学生を募集したが、募集枠数が充足されていないため、引き続き2024年度春募集にて半期のみの募集を行う大学を示す。留学期間に注意すること。

IELTS TOEFL iBT 英語以外の言語

学

部
〇

学

部

A minimum GPA of 2.5 on a
4.0 scale (GPA by US
standard) or grades
equivalent to a B average

学

部

N/A
Applicants should have
good commend of
either Korean or
English.

N/A
Applicants should have
good commend of
either Korean or
English.

-

大

学

院
〇

大

学

院

A minimum GPA of 2.5 on a
4.0 scale (GPA by US
standard) or grades
equivalent to a B average

大

学

院

N/A
Applicants should have
good commend of
either Korean or
English.

N/A
Applicants should have
good commend of
either Korean or
English.

-

学

部
〇

学

部
-

学

部
- - -

大

学

院
×

大

学

院
-

大

学

院
- - -

学

部
〇

学

部
-

学

部
N/A N/A -

大

学

院
〇

大

学

院

大

学

院
Recommended(5.5) Recommended(80) -

学

部
〇

学

部
-

学

部
Recommend CEFR
levelB1

Recommend CEFR
levelB1

-

大

学

院
〇

大

学

院
-

大

学

院

Recommend CEFR
levelB1

Recommend CEFR
levelB1

-

Eligibility 受講言語 成績要件
語学要件

語学要件に関する注意事項等 その他の注意事項大学名（上段：日本語、下段：英語） 国・地域 募集枠数
（semester spots換算）

大学別コース番号 【再募集】 コース設定

English

Most of the departments or schools of UOS
welcome exchange students.
However, it is strongly recommended for exchange
students to apply to their field of studies

Various levels of Korean Language courses offered
for exchange students
- Beginning, Intermediate, Advanced and Practical
Korean Language
* 3 credits (45 hours) per class

金烏工科大学校

Kumoh National Institute of
Technology

韓国 5 10113002 - 正規課程 English

ソウル市立大学校

University of Seoul
韓国 5 10113001 - 正規課程

Students can enroll maximum 21 credits. Exchange
students usually take 3 to 6 courses per semester
based on 3 credits per course.
* Most courses are equivalent to 3 credits.
* 1 credit = 15 class hours
* A student should take at least 6 credits and can
take up to 20 credits.

Using Language: English or Korean(Moderate level
of reading, writing and speaking)

・KIT offers English courses for international
students.
・The English course for the spring semester will be
confirmed on February/ the fall semester will be
confirmed on August .
・The English Course List will be sent to the
participants individually once itis finalized.
・Full-time workload:Students can enroll maximum
21 credits. Exchange students usually take 3 to 6
courses per semester based on 3 credits per
course.（Updated on February 2021）

中央大学校

Chung-Ang University
韓国 2 10113003 - 正規課程 English

(General)Not required. However, recommended:
Good knowledge of English or Korean – must be
able to take university level courses in English or
Korean.
Suggested Equivalent to 197 points in TOEFL CBT
test or level 4 in TOPIK (Test of Proficiency in
Korean).
(GSISandMBA)TOEFL(IBT80,PBT550,CBT210),IELT
S5.5,TEPS550,or Recommendation Letter for
Language Proficiency

The following schools and departments are
restricted to degree-seeking students and
therefore are not available for international
exchange students.
- School of Medicine
- School of Pharmacy
- School of Nursing
- School of Law
- Graduate School - All Graduate School Programs
are not available except GSIS
(Graduate School of International Studies) and
MBA.

仁川大学校

Incheon National University
韓国 4 10113007 正規課程 English

[Korean Language Class]
Department of Korean Language and Literature
opens Korean Language Classes of each level(Level
1~ Level 5).
Most of the Classes are 3 credits given each and
beginning of each semester students have to take a
level test.

Additionally, International Summer Program helds
during the summer vacation and offers Korean
Language Class with Korean Culture Program.
International Summer Program website :
https://global.inu.ac.kr/global/12102/subview.do
Korean Langauge Institute offers Korean Langauge
Class with extra Tuition Fee. Please check the
website https://global.inu.ac.kr/inukli/index.do

11



※　【再募集】欄は、2023年度秋募集で交換派遣学生を募集したが、募集枠数が充足されていないため、引き続き2024年度春募集にて半期のみの募集を行う大学を示す。留学期間に注意すること。

IELTS TOEFL iBT 英語以外の言語
Eligibility 受講言語 成績要件

語学要件
語学要件に関する注意事項等 その他の注意事項大学名（上段：日本語、下段：英語） 国・地域 募集枠数

（semester spots換算）
大学別コース番号 【再募集】 コース設定

学

部
〇

学

部
-

学

部
6 80

CEFR B2
For students studying
German Studies at the
University of Vienna
the  required
level of　German is
CEFR C1.

大

学

院
〇

大

学

院
-

大

学

院
6 80

CEFR B2
For students studying
German Studies at the
University of Vienna
the  required
level of　German is
CEFR C1.

学

部
〇

学

部
-

学

部
6 80

CEFR B2
For students studying
German Studies at the
University of Vienna
the  required
level of　German is
CEFR C1.

大

学

院
〇

大

学

院
-

大

学

院
6 80

CEFR B2
For students studying
German Studies at the
University of Vienna
the  required
level of　German is
CEFR C1.

学

部
〇

学

部
WAM = 60% and WAM =
65% for Law students

学

部

6.5(6 each band 6) -
Please note that  Law
students must have a
minimum of 7.0 overall
with 7.0 in each band or
equivalent

OVERALL83（R13、W21、
L12、S18）

-

大

学

院
〇

大

学

院

WAM = 60% and WAM =
65% for Law students

大

学

院

6.5(6 each band) -
Please note that  Law
students must have a
minimum of 7.0 overall
with 7.0 in each band or
equivalent

OVERALL83（R13、W21、
L12、S18）

-

学

部
〇

学

部
WAM = 60% and WAM =
65% for Law students

学

部

6.0（Each candidate will
be assessed based on
his/her current level by
providing an IELTS or
TOEFL）

73（Each candidate will
be assessed based on
his/her current level by
providing an IELTS or
TOEFL）

-

大

学

院
〇

大

学

院

WAM = 60% and WAM =
65% for Law students

大

学

院

Overall6.0（Each
candidate will be
assessed based on
his/her current level by
providing an IELTS or
TOEFL）

73（Each candidate will
be assessed based on
his/her current level by
providing an IELTS or
TOEFL）

-

マッコーリー大学

Macquarie University

オーストラリ
ア

8

40401001-1 - 正規課程

German

Exchange students do not have to submit any
language certificate (exception: Translation,
English Studies, Business, Economics, Statistics),
but knowledge of German is recommended. Please
note that in many fields of study most of the
courses are still taught in German.

Most of the classes are taught in German. Check
the course page for the classes taught in English.
http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?label
ID=11

Incoming students are expected to take at least 16
ECTS during their stay at the University of Vienna.

All programs are open to exchange students.
Access to specific courses may be limited.

Joint Programs and programs of Postgraduate
Center are not open to exchange students. Access
to specific courses may be limited.

オーストリア 70718001-2 - 正規課程 English

ウィーン大学

The University of Vienna

オーストリア

8

70718001-1 - 正規課程

English
https://www.mq.edu.au/study/admissions-and-
entry/apply/international/english-language-requirements

・Applicants must understand that TMU academic
year will possibly be overlap with Macquarie
University's academic year.
・It is important to highlight that we will not be able
to welcome Postgraduate Psychology students as
these programs have recently been restricted to
exchange students. Also, students interested in
taking Bachelor of Clinical Science units must take
into account that admission to units in this degree

is not guaranteed and is subject to a cap. These
students must send the unit request approval
before applying to the program to the Faculty of
Medicine, Health and Human Sciences
at MMS.CourseSupport@mq.edu.au.

・All English tests need to be no more than two
years old at the date of course commencement.
・Accommodation options:
https://students.mq.edu.au/uni-
life/accommodation
・Accessibility Support:
https://students.mq.edu.au/support/accessibility-
disability
・Cost of Living:
https://www.mq.edu.au/study/information-
for/international/living-study-sydney/expenses
・Budgeting:
https://students.mq.edu.au/finances/advice/budge
ting

40401001-2 -
語学＋正規

課程
English

https://www.mq.edu.au/study/find-a-course/english-language-
centre

・Applicants must understand that TMU academic
year will possibly be overlap with Macquarie
University's academic year.

The table below is an estimate of the number of
weeks of English you may need. All five scores
(Overall, Listening, Reading, Writing and Speaking)
are considered when recommending the length of
English study needed. To make it easy for you, we
will be able to recommend the number of weeks
required when you submit your application.
https://www.mq.edu.au/study/find-a-
course/english-language-centre
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※　【再募集】欄は、2023年度秋募集で交換派遣学生を募集したが、募集枠数が充足されていないため、引き続き2024年度春募集にて半期のみの募集を行う大学を示す。留学期間に注意すること。

IELTS TOEFL iBT 英語以外の言語
Eligibility 受講言語 成績要件

語学要件
語学要件に関する注意事項等 その他の注意事項大学名（上段：日本語、下段：英語） 国・地域 募集枠数

（semester spots換算）
大学別コース番号 【再募集】 コース設定

学

部
〇

学

部
N/A

学

部

IELTS: An overall band
score of 6.0, with no
individual band less
than 6.0

Minimum score of 70,
with no individual score
less than 17

-

大

学

院
〇

大

学

院
N/A

大

学

院

An overall band score of
6.5, with no individual
band less than 6.0

Minimum score of 84,
with no individual score
less than 17

-

学

部
〇

学

部
2/4

学

部
6.0(No subtest below
6.0)

64 - 78
No subtest below:R: 13
- 18　L: 12 - 19　S: 18 -
19　W: 21 - 23

-

大

学

院
〇

大

学

院

higher English
requirements - Students
are required to have a
completed bachelor degree
in a relevant discipline.

大

学

院

6.5(No subtest below
6.0)

83 - 93
No subtest below:
R: 19 - 23
L: 20 - 22
S: 20 - 24
W: 24 - 26

-

学

部
〇

学

部
2/4

学

部

Recommended English
proficiency at point of
entry to
ELICOS: Equivalent to
IELTS 5.0

Recommended English
proficiency at point of
entry to
ELICOS: Equivalent to
TOEFL 490 or more

-

大

学

院
〇

大

学

院

higher english
requirements - Students
are required to have a
completed bachelor degree
in a relevant discipline.

大

学

院

5.5(No subtest below
5.0)

73 - 83
No subtest below:
R: 9 - 13
L: 10 - 12
S: 10 - 14
W: 14 - 16

-

学

部
〇

学

部
3

学

部
- - -

大

学

院
〇

大

学

院
3

大

学

院
- - -

学

部
〇

学

部
3.0/4.0

学

部

No requirement, but if
you study in Faculty of
Business &
Economics,Faculty of
Law：6.0

No requirement, but if
you study in Faculty of
Business &
Economics,Faculty of
Law：80

-

大

学

院
〇

大

学

院
3.0/4.0

大

学

院

No requirement, but if
you study in Faculty of
Business &
Economics,Faculty of
Law：6.0
詳細は注意事項を確認するこ
と。

No requirement, but if
you study in Faculty of
Business &
Economics,Faculty of
Law：80

-

ニューカッスル大学

The University of Newcastle

オーストラリ
ア

4

40401008-1 - 正規課程 English

エディス・コーワン大学

Edith Cowan University

オーストラリ
ア

4 40401003-1 正規課程

https://www.newcastle.edu.au/study/international/study-with-
us/study-abroad-and-exchange/eligibility

・Applicants must understand that TMU academic
year will possibly be overlap with The University of
Newcastle's academic year.

40401008-2 -
語学＋正規

課程
English

https://www.newcastle.edu.au/study/international/study-with-
us/study-abroad-and-exchange/eligibility

・English language course is not free.（480
AUD/week, it might be changed.）
・Applicants must understand that TMU academi
year will possibly be overlap with The University of
Newcastle's academic year.
・If you have IELTS5.0, you have to take English
language course for 20 weeks at least.

English

https://www.ecu.edu.au/future-students/course-
entry/english-competency

Some courses have specific English requirements.
https://www.ecu.edu.au/future-students/course-
entry/english-competency

・Some courses have restrictions, so please refer to
the website.
・Students should apply to internal selection with
the understanding that will be possible to overlap
with the TMU's academic calendar or examination
term.

https://www.ecu.edu.au/handbook

English

＜＜Only available for Faculties or Graduate schools
of Science, Urban Environmental Sciences and
System Design＞＞
・Minimum 12 credit hours need to be taken by
students to be considered as full-time students.
Full course load is 21 credit hours.
・We have English intensive course.
https://humanities.utm.my/languageacademy/inten
sive-English-programme-iep/

マラヤ大学

University of Malaya
マレーシア 3 10108002 ○ 正規課程 English

マレーシア工科大学

Universiti Teknologi Malaysia
マレーシア

up to 3 students per
year

10108001 ○ 正規課程

Language Proficiency Certificate is required for
students who are planning to study courses from
the Faculty of Business & Economics (FBE) and
Faculty of Law (FOL). Students must at least
acquired either one of the following english
proficiency:
IELTS (Academic): Band 6
TOEFL iBT: 80
TOEFL cBT: 214
ITOEFL pBT: 550
TOEFL ITP: 550
TOEIC: 690
CEFR: B2
A Support/Recommendation Letter issued by the
Home University's Coordinator to confirm the
student's english proficiency will be sufficient for
those who wish to study courses from other
faculties except FBE & FOL.

Only Faculty of Business & Accountancy, Faculty of
Science, Faculty of Business & Economics, Institute
of Asia Europe are offering courses at graduate
level.
Faculty of Medicine, Faculity of Dentistry and
Faculty of Pharmacy do not offer any courses for
exchange students.
・Academic workload: minimum 6 credits up to a
maximum of 20 credits
・Language: Science-based : 90％ English, Social
science-based : 80％ courses taught in English,
20％ in Malay Language or other foreign language.
・Language Proficiency Certificate is required for
students who are planning to study courses from
the Faculty of Business & Economics (FBE) and
Faculty of Law (FOL). Students must at least
acquired either one of the following english
proficiency:
IELTS (Academic): Band 6
TOEFL iBT: 80
TOEFL cBT: 213
ITOEFL pBT: 550
TOEFL ITP: 627
TOEIC: 693
A Support/Recommendation Letter issued by the
Home University's Coordinator to confirm the
student's english proficiency will be sufficient for
those who wish to study courses from other
faculties except FBE & FOL.
・English language courses are held as part of the
regular semester courses.
・Undergraduate students are not eligible to take
postgraduate modules, but Postgraduate students
are allowed to take both undergraduate and
postgraduate modules.
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※　【再募集】欄は、2023年度秋募集で交換派遣学生を募集したが、募集枠数が充足されていないため、引き続き2024年度春募集にて半期のみの募集を行う大学を示す。留学期間に注意すること。

IELTS TOEFL iBT 英語以外の言語
Eligibility 受講言語 成績要件

語学要件
語学要件に関する注意事項等 その他の注意事項大学名（上段：日本語、下段：英語） 国・地域 募集枠数

（semester spots換算）
大学別コース番号 【再募集】 コース設定

学

部
〇

学

部
3.0/4.0

学

部
6 79 -

大

学

院
×

大

学

院
-

大

学

院
- - -

学

部
〇

学

部
-

学

部
- - HKS level 5

大

学

院
〇

大

学

院

大

学

院
- - HKS level 5

学

部
〇

学

部
-

学

部
- -

HSK grade 3 (or
Chinese proficiency has
the equivalent level)

大

学

院
〇

大

学

院

大

学

院
- -

HSK grade 3 (or
Chinese proficiency has
the equivalent level)

Courses must be chosen from a maximum of two (2)faculties only.
Minimum credit hours: 6 & maximum credit hours: 20.
Courses are updated by semester basis, as such the course lists are
subject to changes

https://www.ukm.my/pha/etc/

➜ Registered as a full-time student at home university.
➜ Have completed at least two academic semesters at home
university.
➜ CGPA score: minimum 3.0 / 4.0.
➜ TOEFL iBT: 79, TOEFL ITP: 550 or IELTS Band 6
➜ Have good English proficiency in both speaking and writing.
➜ Must agree to abide by the rules and regulations of UKM or
placement provider.
➜ Agrees to be responsible for the costs incurred.

首都師範大学

Capital Normal University
中国 4

10116012-1 ○ 正規課程 Chinese
https://eng.cnu.edu.cn/international/internationaladmission/index.
htm

マレーシア国民大学

University Kebangsaan
Malaysia

マレーシア 8 10108003 ○ 正規課程 English TOEFL iBT: 79, TOEFL ITP: 550 or IELTS Band 6

10116012-2 ○ 語学のみ Chinese
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※　【再募集】欄は、2023年度秋募集で交換派遣学生を募集したが、募集枠数が充足されていないため、引き続き2024年度春募集にて半期のみの募集を行う大学を示す。留学期間に注意すること。

IELTS TOEFL iBT 英語以外の言語
Eligibility 受講言語 成績要件

語学要件
語学要件に関する注意事項等 その他の注意事項大学名（上段：日本語、下段：英語） 国・地域 募集枠数

（semester spots換算）
大学別コース番号 【再募集】 コース設定

学

部
〇

学

部
-

学

部
- - HSK4(Score 180)

大

学

院
×

大

学

院
-

大

学

院
- - HSK4(Score 180)

学

部
〇

学

部
-

学

部
- - -

大

学

院
×

大

学

院

大

学

院
- - -

学

部
〇

学

部
-

学

部
- - -

大

学

院
×

大

学

院

大

学

院
- - -

Note: no language requirement for the students
who apply for the program of Chinese Language
(for none-native speakers).

10116014-2 ○ 語学のみ Chinese

Programs in Chinese:
1) Chinese Language (Non-degree Program): No
language requirement. For the students who apply
for the program of Chinese Language (for non-
native speakers).
2) Diplomacy (School of International and Public
Affairs) needs avalid HSK Level 5 score which is
higher than 180 and a valid TOEFL(Test of English
as a Foreign Language) score which is higher than
550(PBT) or 213(CBT) or 79(IBT) or a valid IELTS
(International English Language Testing System)
score which is higher than 6.0.
3) Teaching Chinese to Speakers of Other
Language ( Master Degree program) needs a valid
HSK Level 5 score which is higher than 180.
4) Other majors：A valid HSK Level 4 score which is
higher than 180.

Note: no language requirement for the students
who apply for the program of Chinese Language
(for none-native speakers).

吉林大学

Jilin University
中国

4
※not exceed

2students per year

10116014-1 ○ 正規課程

10116014-3 ○ 正規課程

Chinese

Programs in Chinese:
1) Chinese Language (Non-degree Program): No
language requirement. For the students who apply
for the program of Chinese Language (for non-
native speakers).
2) Diplomacy (School of International and Public
Affairs) needs avalid HSK Level 5 score which is
higher than 180 and a valid TOEFL(Test of English
as a Foreign Language) score which is higher than
550(PBT) or 213(CBT) or 79(IBT) or a valid IELTS
(International English Language Testing System)
score which is higher than 6.0.
3) Teaching Chinese to Speakers of Other
Language ( Master Degree program) needs a valid
HSK Level 5 score which is higher than 180.
4) Other majors：A valid HSK Level 4 score which is
higher than 180.

English

 Programs in English:
1) English Language (Non-degree Program): No
language requirement.
2) Other majors: There is a language test from
school (Jilin University).
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※　【再募集】欄は、2023年度秋募集で交換派遣学生を募集したが、募集枠数が充足されていないため、引き続き2024年度春募集にて半期のみの募集を行う大学を示す。留学期間に注意すること。

IELTS TOEFL iBT 英語以外の言語
Eligibility 受講言語 成績要件

語学要件
語学要件に関する注意事項等 その他の注意事項大学名（上段：日本語、下段：英語） 国・地域 募集枠数

（semester spots換算）
大学別コース番号 【再募集】 コース設定

学

部
〇

学

部
-

学

部
- - B2

大

学

院
〇

大

学

院
-

大

学

院
- - B2

学

部
〇

学

部
-

学

部
B2 B2 -

大

学

院
〇

大

学

院

大

学

院
B2 B2 -

学

部
〇

学

部
-

学

部
- - B2

大

学

院
〇

大

学

院
-

大

学

院
- - B2

学

部
〇

学

部
-

学

部
5.5 75 -

大

学

院
〇

大

学

院
-

大

学

院
5.5 75 -

コブレンツ応用科学大学

Koblenz University of Applied
Sciences

ドイツ 1

70711005-1 ○ 正規課程 German No certificate required

Check the course list from our website.
https://www.hs-
koblenz.de/wirtschaft/international/incomings or
https://www.hs-
koblenz.de/wirtschaft/international/welcome-at-
the-faculty-of-business-and-management

Students can take only the courses from Faculty of
Business Management as well as German language
courses from our Center for Communication Studies
(CCS).
【German class】
For the orientation week, the International Office
organizes a German A1/A2 and B1/B2 crash course
for international students. There is also offered a
German course for Incomings once a week during
the semester with different levels (A1-C2).
Details (*German page):
https://www.hs-koblenz.de/en/rmc/international-
office/study-in-koblenz/exchange-
program/support-and-advice

Incomings students are allowed to do all offered
courses from the faculty if their English or German
is sufficient and if the professor accepts
them.Undergraduate students are also allowed to
do also master courses. The professor decides if
the student would be accepted to this kind of
course.

70711005-2 ○ 正規課程 English No certificate required

German
In general, we recommend all international
students to have at least a B2 level language
proficiency in English or German (depending on the
language of instruction). This way, we want to
ensure that all students will be able to follow the
lectures taught. However, it is only required to
upload a language certificate with the application
for the following three programs at the University
of Bayreuth:

- Study of Religion (German or English)
- English Studies (English)
- Law (German or English)

All other exchange programmes do not require an
official language certificate!

The exchange nomination, application and
admission the University of Bayreuth must be in
coherence with the study programme at the home
institution. Please also note our general admission
requirements (see fact sheet).

Students will have the opportunity to attend free
German courses at our Language Center during the
semester once they enroll at the University of
Bayreuth.

Additionally, intensive German language courses
(fee-based) will be held by the IIK Bayreuth
(Institute for International Communication and
Foreign Cultural Exchange), an institute linked to
the university. Please visit the IIK website for more
detailed information or contact our Welcome
Services.

Website for Exchange Students:
https://www.international-office.uni-
bayreuth.de/de/come-to-bayreuth/exchange-
students/index.html

Online Fact Sheet: https://bayreuth.adv-
pub.moveon4.de/home-page-2051/

70711006-2 ○ 正規課程 English

バイロイト大学

University of Bayreuth
ドイツ 2

70711006-1 ○ 正規課程
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※　【再募集】欄は、2023年度秋募集で交換派遣学生を募集したが、募集枠数が充足されていないため、引き続き2024年度春募集にて半期のみの募集を行う大学を示す。留学期間に注意すること。

IELTS TOEFL iBT 英語以外の言語
Eligibility 受講言語 成績要件

語学要件
語学要件に関する注意事項等 その他の注意事項大学名（上段：日本語、下段：英語） 国・地域 募集枠数

（semester spots換算）
大学別コース番号 【再募集】 コース設定

学

部
〇

学

部
-

学

部
- - B2

大

学

院
〇

大

学

院
-

大

学

院
- - B2

学

部
〇

学

部
-

学

部
B2 B2 -

大

学

院
〇

大

学

院
-

大

学

院
B2 B2 -

German

・Some degree programmes offer courses taught in
English
Please also provide proof of sufficient skills
(intermediate level, CEFRB1/B2) in the language of
instruction (German and/or English). Please check
beforehand, which languages are required for the
majority of your lectures or for conducting research
in your field.
https://www.uni-hannover.de/en/studium/im-
studium/international/incoming/austauschprogram
me/kurswahl/

・You should have a sufficient knowledge of the
German language (good intermediate level).
・Students can only take courses from the same
faculty.
・Some degree programmes offer courses taught in
English
Please also provide proof of sufficient skills
(intermediate level, CEFRB1/B2) in the language of
instruction (German and/or English). Please check
beforehand, which languages are required for the
majority of your lectures or for conducting research
in your field.
https://www.uni-hannover.de/en/studium/im-
studium/international/exchange-
students/exchange-programmes-incoming-
students/
【Application Notice】
If you are graduate student, you have to be a
second grader or more at Master's degree.
If you are undergraduate student, we reccomend
you to have some knowledges of German.
【Intensive language course for exchange student】
https://www.uni-hannover.de/en/studium/im-
studium/international/incoming/austauschprogram
me/sprachkurs/
Before the start of the semester (generally in
March and September), the Leibniz Language
Centre (LLC) offers a four-week language course
for international students of the exchange
programmes of Leibniz Universität Hannover.The
course fee is 360 euros./

70711006-2 ○ 正規課程 English

ハノーバー大学

Leibniz University Hannover
ドイツ 2

70711006-1 ○ 正規課程
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担当教員（自署）                 

   交 換 留 学 申 込 書 （2024 年度春募集）              

 東京都立大学 学長  殿                                                年   月   日 

   私は学生交換協定に基づく交換留学に以下のとおり申し込みます。以下に記載する個人情報については、交換留学

の選考等に必要な範囲内で第三者に提供されることを同意のうえ提出します。 

フリガナ  
ローマ

字 

※パスポートと同じ綴りを大文字で書いてください 

氏名

（自署） 
 

生年 
月日 

年     月     日（     歳） 学修番号  

所属 
□□□□□□学 部□□□□□□□□学科□□□□□□     コース・教室・分野 学年 

☐学部 ☐博士前期 ☐博士後期   年          研究科            専攻                  学域 

住所 

〒   - 

 

電話番号                        

国籍 

 

（帰省先）〒   - 

 

電話番号 

携帯電話番号 

 

Email（大学付与アドレス） 

                 @ed.tmu.ac.jp 

※必ず 「姓-名@ed.tmu.ac.jp」のものを記載すること 

過去に参加した本学の

留 学 プ ロ グ ラ ム 

（参加したものすべてを記載すること） 

 

緊急連絡先  

フリガナ  続柄  

住所  

〒       - 

 

電話番号                Email（PC）  

氏名  

（自署）   

言語能力  

言語の種類 スコア （受験日） 

英語 

該当する試験に  

☐ TOEFL iBT 

総合得点：     点 （     年   月） 

セクション別得点：Listening    点/Reading     点/Writing     点/Speaking    点 

☐ IELTS 

総合得点：     点 （     年   月） 

セクション別得点：Listening    点/Reading     点/Writing     点/Speaking    点 

        語                               （     年   月） 

英語による授業科目の受講を希望する場合は、TOEFL iBT 又は IELTS のスコアを提出すること。 

その他の言語による授業科目の受講を希望する者は、合否に関わらず、当該言語能力を示す語学試験の受験結果を提出すること。 

派遣希望大学  

第

一

希

望 

大学別 

コース番号 

大学名 

（国名） 
                           大学   （                  ） 

事務欄

（※） 

 
選択コース 

（受講言語） 

☐正規 ・ ☐語学＋正規 

（           ） 

派遣期間 

(開始/終了) 

☐半期 ・ ☐通年 ・ ☐語学＋半期 

（   月/   月） 

 

第

二

希

望 

大学別 

コース番号 

大学名 

（国名） 
                           大学   （                  ） 

事務欄

（※） 

 
選択コース 

（受講言語） 

☐正規 ・ ☐語学＋正規 

（           ） 

派遣期間 

(開始/終了) 

☐半期 ・ ☐通年 ・ ☐語学＋半期 

（   月/   月） 

 

第

三

希

望 

大学別 

コース番号 

大学名 

（国名） 
                           大学   （                  ） 

事務欄

（※） 

 
選択コース 

（受講言語） 

☐正規 ・ ☐語学＋正規 

（           ） 

派遣期間 

(開始/終了) 

☐半期 ・ ☐通年 ・ ☐語学＋半期 

（   月/   月） 

 

※ 事務欄は応募者が記入しないこと。                      

 

以上のとおり確認する。 
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（ワードデータを kibaco よりダウンロードし、ワードにて作成すること。提出時のファイ

ル名は「氏名_小論文」として kibaco から提出すること。） 
 
 

 

 

20 × 20 

 



誓約書 

東京都立大学学長 殿 

 

 私は、2024年度東京都立大学交換留学【春募集】に出願及び参加にあたり、本書の事項を誓約します。誓約事項に反

した場合は、交換留学生の資格取消、東京都立大学からの支援を受けられなくなっても一切異議を申し立てません。 

 

留学前 

1. 候補者として選抜後は、本学が正当と認めた場合以外辞退は認められないと理解しています。 

2. 留学に係る経費を準備する必要があるため、事前に保証人の承諾を得ます。また交換留学の範囲は正規授業のみと

理解し、留学に係る所定の費用（本学学費、海外旅行保険費、派遣留学危機管理サービス費、留学先学費（授業料負

担型の場合や、サマープログラム等の特別プログラムに参加する場合）、住居費、学生保険等）は、定められた期日

までに支払います。 

3. 留学中の学業や卒業に係る単位取得等に関して確認する必要があるため、担当教員の承諾を得ます。 

4. 交換留学応募にあたっては、必ず事前に国際センターにて海外留学相談をし、留学先での学修内容が自身の希望に

合致していること、留学先の留学期間を自身で確認した上で、本学における留学前後を含めて履修計画を行います。

留学期間と学年歴が重複した場合、本学の単位が取得できない場合がある可能性がある旨理解し応募します。 

5. 留学に必要な手続き（留学先に提出する各種書類の作成、パスポート及び査証の取得、所属の学部・系・研究科に

おける必要な手続、国際課への出発旅程報告、留学費用の支払・海外旅行保険加入等）は事前に十分確認し、自らの

責任において行います。 

6. 国際センターが主催する留学準備講座に出席し、必要な事前研修を受け、情報収集に努めます。 

7. 出発日から帰国日までの全期間を包含する学研災付帯海外留学保険及び派遣留学生危機管理サービスに必ず加入

し、留学先において必要とされる場合には別途当該機関の指定する保険にも加入します。 

8. 出発前から十分な健康管理を行い、既往症等がある場合については、医師の判断に従います。 

9. 学内選考通過者は、あくまでも「派遣学生候補者」であり、協定校からの受入許可をもって正式に留学が決定する

ことを理解しています。 

10. 候補者として決定後も、留学先の事情により受入が許可されない場合や、その所在する国・地域の安全上の状況に

より、留学が許可されない場合があることを理解しています。 

11. 履修条件や登録人数の制限、その他留学先の事情により、希望する学科や科目の履修ができない場合があることを

理解しています。 

12. 個人情報について、留学実施及び緊急時対応に必要な範囲内で、本学、留学先、在外公館、宿泊先、保険会社、危

機管理支援サービス業者及びその他第三者に提供することを承諾します。 

 

留学中 

13. 本学の学生として常に自覚と責任をもって行動し、留学中に発生した災害、暴動、テロ、事故、疾病、犯罪、自身

の不注意による対人・対物の賠償等による損害について、本学に一切責任を問いません。 

14. 滞在国の法令、留学先の規則及び本学の諸規則を遵守するとともに、留学先担当者、教員の指示に従い、滞在国の

公序良俗に反することのないように注意します。 

15. 留学の主旨を理解し、交換留学として認められた学業等に精励し、留学期間終了後は速やかに帰国し本学に引き続

き在籍します。 

16. 留学期間に語学学校での学修が含まれる者については、語学学校修了時に、正規課程入学の要件を満たせなかった

場合、留学を継続できないため速やかに帰国します。 

17. 留学先への到着後及び所在や緊急連絡先に変更があった場合は速やかに本学へ報告し、また本学又は留学先が定め

る居住先がある場合はその居住先に滞在します。 

18. 「在留届」を日本大使館・領事館へ提出し、帰国時においては帰国の旨を同様に報告します。 

19. 自動車・バイクの運転は行わず、本学の派遣留学危機管理マニュアルに基づき、安全を意識して行動します。 

20. 国際情勢の悪化、疫病、自然災害、大規模な事故等不測の事態が生じた場合、必ず直接又は保証人を通じて、大学

へ安否等を連絡します。なお、前述等のやむを得ない事情で留学先での勉学の継続が困難になった場合、自身の安全

を第一と考え、留学の一時中断や日本への帰国要請等の大学判断に基づく指示に従います。 

21. 上記事項20等の大学の関与し得ない事由により、留学中止・延期・帰国が決定された場合の追加費用については、

学生本人又は保証人の負担となることを承諾します。 

 

留学後 

22. 速やかに所属の学部・研究科において所定の手続きを行い、留学帰国届を提出します。 

23. 留学実施・広報・危機管理等の情報共有のため、留学中の修学・生活情報を大学へ提供し、帰国報告会等のイベン

ト、ホームページ、印刷物等において留学体験を伝える等の協力をします。 

24. 留学終了後速やかに、効果測定として派遣先大学の授業言語の語学試験を受験します。 

【経済支援を申請する場合】 

経済支援を申請するに当たり、以下を誓約します。誓約事項に反した場合は、本学からの経済支援の中止や奨学金の

返還を求められることがあっても、異議を申し立てません。 

25. 経済支援受給に係る必要書類（経済支援申請書、家計基準適格性判定表）を提出することを鑑み、事前に保証人の

承諾を得ます。 

26. 経済支援の範囲は、東京都立大学派遣留学生経済支援実施要領に基づく往復エコノミークラス航空賃（含む空港税

及び燃油代等）実費（ただし、上限はアジア地域150,000円、アジア地域以外250,000円）及び奨学金であり、その他

の本留学にかかる費用は含まれないものと認めます。 

27. 留学中においては、毎月指定期日に担当教員、国際センター及び国際課に在籍報告を行い、特別な理由がある場合

を除き、指定期日までに提出がなかった場合については奨学金が支給されないことを理解しています。 

28. 大学が求める必要書類等を提出します。 

留学前：誓約書、渡航費支給申請書、本人名義の航空券領収書、内訳書、Eチケット（写）、他 

留学後：往復搭乗券半券、報告書（帰国後１カ月以内）、他 

29. 他の経済支援を受給又は受給予定とする場合はここに申告し、本経済支援受給による問題がないことを自身で確認

します。 

30. 上記を怠った場合や以下に該当する場合、経済支援は取消・返還となる場合があることを認めます。 

(1) 本学学生の身分を失った場合 

(2) 本学を休学した場合 

(3) 本学の学則及び大学院学則等に基づき懲戒処分を受けた場合 

(4) 留学を取りやめた場合 

(5) 経済支援学生としての責務を怠った場合 

(6) 経済支援申請書の記載事項に重大な虚偽があることが発覚した場合 

(7) その他、学長が経済支援学生として適当でないと認めた場合 

経済支援を受けない場合においても、上記30をはじめ、本学が認める正当な理由により、交換留学生としての資格が

取消となる場合があることを認めます。 

 

        年   月   日 

所  属：                                     

学修番号：              学生の署名：                    

他に受給又は受給予定とする経済支援：                       

上記誓約書に記載されている事項及び学生本人の交換留学に同意し、学生本人が誓約事項を遵守することを保証しま

す。 

     年   月   日    

保証人続柄：            保証人の署名：                    
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語 学 試 験 受 験 費 用 補 助 申 請 書 
 

年   月   日 
                                                            
東京都立大学学長 殿 
 
私は、東京都立大学派遣留学応募学生に対する語学試験受験費用補助に関する実施要領

に基づき、費用補助を下記のとおり申請します。 

 
記 

 
 
学修番号：               学生氏名：                   
 
所  属：                           学年：        
 
 

本
人
事
項 

留学希望大学 
大学名 （                         ） 

国名  （                         ） 

費用補助を 
申請する語学

試験 

語学試験名（                       ） 

受験日 
年  月  日 

スコア 
（     ）点／（     ）級 
L（  ）R（  ）W（  ）S（  ） 

補助申請金額 （           ）円 ※語学試験受験費用の半額とする 

 

【添付書類】 
1. 語学試験受験費用の領収書（本書面の裏面に添付） 
2. 銀行口座登録依頼書（本学に口座を未登録の者） 
3. 登録銀行口座の通帳のコピー（名義人、口座番号の確認できるページ） 

*ネット銀行等通帳のない場合は、カード又は口座番号の分かるページを印刷したものでも可 
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語学試験受験費用の領収書（ここに貼付） 
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  年  月  日 

支 払 金 口 座 登 録 依 頼 書 （個人用）

東京都公立大学法人 理事長 殿 

東京都公立大学法人からの支払金について、下記口座を指定しますので、口座情報等の登録を依頼します。 

太枠の中をご記入ください。点線枠内（口座情報）は通帳写しのご提出がない場合のみご記入ください。（※＝事務記入欄） 

※ 登録区分（○を付けてください） 新  規 □停止あり 停  止  変  更 

フリガナ

氏名

住所 （〒 － ） 

都 道 

府 県

TEL －   －
Ｅメールアドレス（任意） 

（個人の場合のみ）  ＠ 

区分（○を付けてください） 

★１～３は、当法人対象

１：教員(★)  ２：職員(★) ３：学生(★) 

４：その他個人(国内) ５：その他個人(海外) ９：その他 

教職員番号／学修番号 (※上記区分１～３の方はご記入ください) 

生年月日（西暦）(上記区分１～5の方はご記入ください) 年 月 日 

修了予定年限（西暦)（当法人の学生はご記入ください） 年 月 日 

通帳の写しの提出（〇を付けてください）
口座名義・金融機関名・支店名・預金種別・口座番号が
分かるページをご提出ください。 
（キャッシュカードの写しは不可）

あ り 以降の項目はご記入不要です。 

な し 

【通帳の写しの提出がない場合】以下の欄も、通帳の背表紙裏面のページ（口座名義が記載されたページ）と同じ内容をご記入ください。 

口    

座 

名 

義 

カナ

漢字 

銀行・信用金庫 

信用組合・農協 

本店・支店 

出張所 

預金種別（○を付けてください） 

１.普通 ２.当座  ４.貯蓄預金

金融機関コード 支店コード 口 座 番 号（右詰め） 

◇提供いただいた情報は、本学からの支払い及びマイナンバー収集に使用します。なお、マイナンバー収集にあたっては、
本学が依頼した委託業者から連絡が行くことがあります。

※事務担当者記入欄 ※会計管理課記入欄 

（令和４年４月改正） 

（ 変 更 ・ 停 止 ） 債 主 コ ー ド 

記 入 日   年 月   日 

所 属 部 署 

事務担当者 電話番号／内線 

（ 新 規 登 録 ） 債 主 コ ー ド 

承 認 印 登 録 印 

/ / / / 

受 領 日 

/ / 

□メール受信
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〇〇〇〇年  〇月  〇日 

支 払 金 口 座 登 録 依 頼 書 （個人用）

東京都公立大学法人 理事長 殿 

東京都公立大学法人からの支払金について、下記口座を指定しますので、口座情報等の登録を依頼します。 

太枠の中をご記入ください。点線枠内（口座情報）は通帳写しのご提出がない場合のみご記入ください。（※＝事務記入欄） 

※ 登録区分（○を付けてください） 新  規 □停止あり 停  止  変  更 

フリガナ

氏名

住所 （〒    －    ） 

都 道 

府 県

TEL    －    －      Ｅメールアドレス（任意） 

（個人の場合のみ）  ＠ 

区分（○を付けてください） 

★１～３は、当法人対象

１：教員(★)  ２：職員(★) ３：学生(★) 

４：その他個人(国内) ５：その他個人(海外) ９：その他 

教職員番号／学修番号 (※上記区分１～３の方はご記入ください) 

生年月日（西暦）(上記区分１～5の方はご記入ください)      年  月    日 

修了予定年限（西暦)（当法人の学生はご記入ください）        年   月    日 

通帳の写しの提出（〇を付けてください）
口座名義・金融機関名・支店名・預金種別・口座番号が
分かるページをご提出ください。 
（キャッシュカードの写しは不可）

あ り 以降の項目はご記入不要です。 

な し 

【通帳の写しの提出がない場合】以下の欄も、通帳の背表紙裏面のページ（口座名義が記載されたページ）と同じ内容をご記入ください。 

口    

座 

名 

義 

カナ

漢字 

銀行・信用金庫 

信用組合・農協 

本店・支店 

出張所 

預金種別（○を付けてください） 

１.普通 ２.当座  ４.貯蓄預金

金融機関コード 支店コード 口 座 番 号（右詰め） 

◇提供いただいた情報は、本学からの支払い及びマイナンバー収集に使用します。なお、マイナンバー収集にあたっては、
本学が依頼した委託業者から連絡が行くことがあります。

※事務担当者記入欄 ※会計管理課記入欄 

（令和４年４月改正） 

（ 変 更 ・ 停 止 ） 債 主 コ ー ド 

記 入 日   年 月   日 

所 属 部 署 

事務担当者 電話番号／内線 

（ 新 規 登 録 ） 債 主 コ ー ド 

承 認 印 登 録 印 

/ / / / 

受 領 日 

/ / 

□メール受信

トリツ （シュト）  ダイガク 

都立（首都）大学 
192   0397 

東京 八王子市南大沢 1-1 

080  □□□  ×××× 

2 2  1  1  1 × × × 

２００３   １   １ 

２０２６ ３  ３１ 

①通帳写しを
提出いただく場合 

通帳の写しを提出いただく場合、 

口座情報欄は空欄で結構です。 
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〇〇〇〇年  〇月  〇日 

支 払 金 口 座 登 録 依 頼 書 （個人用）

東京都公立大学法人 理事長 殿 

東京都公立大学法人からの支払金について、下記口座を指定しますので、口座情報等の登録を依頼します。 

太枠の中をご記入ください。点線枠内（口座情報）は通帳写しのご提出がない場合のみご記入ください。（※＝事務記入欄） 

※ 登録区分（○を付けてください） 新  規 □停止あり 停  止  変  更 

フリガナ

氏名

住所 （〒    －    ） 

都 道 

府 県

TEL    －    －      Ｅメールアドレス（任意） 

（個人の場合のみ）  ＠ 

区分（○を付けてください） 

★１～３は、当法人対象

１：教員(★)  ２：職員(★) ３：学生(★) 

４：その他個人(国内) ５：その他個人(海外) ９：その他 

教職員番号／学修番号 (※上記区分１～３の方はご記入ください) 

生年月日（西暦）(上記区分１～5の方はご記入ください)      年  月    日 

修了予定年限（西暦)（当法人の学生はご記入ください）        年   月    日 

通帳の写しの提出（〇を付けてください）
口座名義・金融機関名・支店名・預金種別・口座番号が
分かるページをご提出ください。 
（キャッシュカードの写しは不可）

あ り 以降の項目はご記入不要です。 

な し 

【通帳の写しの提出がない場合】以下の欄も、通帳の背表紙裏面のページ（口座名義が記載されたページ）と同じ内容をご記入ください。 

口    

座 

名 

義 

カナ

     

漢字 
    

銀行・信用金庫 

信用組合・農協 

本店・支店 

出張所 

預金種別（○を付けてください） 

１.普通 ２.当座  ４.貯蓄預金

金融機関コード 支店コード 口 座 番 号（右詰め） 

   

◇提供いただいた情報は、本学からの支払い及びマイナンバー収集に使用します。なお、マイナンバー収集にあたっては、
本学が依頼した委託業者から連絡が行くことがあります。

※事務担当者記入欄 ※会計管理課記入欄 

（令和４年４月改正） 

（ 変 更 ・ 停 止 ） 債 主 コ ー ド 

記 入 日   年 月   日 

所 属 部 署 

事務担当者 電話番号／内線 

（ 新 規 登 録 ） 債 主 コ ー ド 

承 認 印 登 録 印 

/ / / / 

受 領 日 

/ / 

□メール受信

全ての欄を正しくご記入ください 

トリツ （シュト）  ダイガク 

都立（首都）大学 
192   0397 

東京 

ト リ ツ  タ ゛ イ  カ ゛ク

八王子市南大沢 1-1 

都 立   大 学 

080  □□□  ×××× 

2 2  1  1  1 × × × 

ゆうちょ 

２００３   １   １ 

２０２６ ３  ３１ 

②通帳写しを
提出いただかない場合 

〇〇八 

9  9  0  0 0   １   8 
０ 

1 2 3  4  5  × × 

訂正印は不要です 
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書類提出上の注意事項及びチェックリスト 

下記の書類等の内容に不備はありませんか? 提出前に各書類の記載内容等をもう一度点検してください。 

上記の項目について、確かに確認しました。 

 

 

学修番号：          氏名：              日付：          

（１）交換留学申込書（紙） 

 ① 右上の日付（記入日）は記載していますか？ ☐ 

② 

名前、学修番号、住所、電話番号、メールアドレスは正確に記入されていますか？ 

・メールアドレスは姓-名@ed.tmu.ac.jp のものを記載していますか？ 

（学修番号@ed.tmu.ac.jp はメールアドレスではありません。注意してください。） 

☐ 

③ 所属は正確に記入されていますか？ （学部・研究科、学科・専攻、コース・学域・分野・教室、学年等） ☐ 

④ 語学スコアがいずれの希望先大学であっても語学要件を満たしていることを確認しましたか？ ☐ 

⑤ 派遣先協定校の、大学名、募集の種別、派遣時期・期間に記入漏れはないですか？ ☐ 

⑥ 緊急連絡先の方の自署及び担当教員の自署はありますか？ ☐ 

⑦ 派遣前、派遣中、派遣後の履修予定について、担当教員または担当教務係へ相談し、卒業までの見通しを立てましたか？ ☐ 

⑧ 
派遣時に現在在籍している課程の最終学年になる方は、担当教員または担当教務係に進路に関して相談していますか？ ☐ 

派遣時に学部 4 年生・博士前期 2 年生になる方：派遣される場合、留年または本学大学院進学どちらを希望されますか？ 留年・進学 

⑨ 交換留学への応募は初めてですか？以前に応募したことがある場合は応募期を記載してください 

（ ☐なし ☐あり（→ありの場合：   年度 春・秋 募集）） 

（２）学業成績チェックシート（データ） 

 ① 氏名、学修番号は正確に記載されていますか？  ☐ 

 ② 上半分に前年度の成績が記入されていますか？【応募について】の欄が「申請可」となっていますか？ ☐ 

 ③ 派遣先協定校に成績要件がある場合：②に加えて、入学以降全ての成績が記入されていますか？ ☐ 

（３）成績証明書（紙） 

（４）成績通知書（紙） 

 ① 派遣先協定校に成績要件がない場合：前年度の成績のみが記載されたものを用意していますか？ ☐ 

 ② 派遣先協定校に成績要件がある場合：①に加えて、入学以降全ての成績が記載されたものを用意していますか？ ☐ 

 ③ （①・②いずれの場合も）提出しようとしている通知書に GPA の記載はありますか？ ☐ 

（５）小論文（データ） 

 ① 横書きの原稿用紙の様式になっていますか？ ☐ 

 ② 枠内に記載されていますか？ ☐ 

 ③ 小論文の記載事項（志望動機や、勉学又は研究計画等）は十分に書けていますか？ ☐ 

（６）誓約書（紙） 

 ① すべての項目を熟読し、誓約事項を理解していますか？ ☐ 

 ② 誓約事項に反した場合は、交換留学生の資格を喪失し、本学からの経済支援を受けられなくなることを理解していますか？ ☐ 

 ③ ①、②を理解した上で、署名をしていますか？①、②を理解した上で、保証人に署名を依頼しましたか？ ☐ 

 ④ 学生・保証人の署名は両者とも自署ですか？  ☐ 

（７）言語能力を証明する書類（紙） 

 ① 英語以外：HSK、仏語検定、DELE 等 各種検定資格の受験結果（合否にかかわらず提出） ☐ 

 ② 英語：TOEFL iBT または IELTS のスコア（英語による授業を希望する者は必須） ☐ 

（８）語学試験受験費用補助書類（希望者のみ、紙） 

 ① 領収書が添付されていますか？ ☐ 

 ② 支払金口座登録依頼書の金融機関コード、支店コード、口座番号の記入漏れはありませんか？本人名義の口座ですか？ ☐ 

 ③ 登録希望銀行口座の通帳のコピー（名義人、口座番号の確認できるページ）は添付されていますか？ ☐ 

（９）海外留学相談及び説明会 

 ① 交換留学を申し込むにあたって、海外留学相談室に相談しましたか？（  月  日、教員名：             ） ☐ 

 ② 応募説明会に参加しましたか？ ☐ 

（10）WEB プレエントリー・kibaco 提出について 

 ① WEB システムからのプレエントリーは申請済ですか？ ☐ 

 ② Kibaco 課題フォームでの提出物は提出済ですか？ ☐ 
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ワークシート2 具体的に考え、準備しましょう！
（１） 留学の種類・留学先候補の絞込み

具体的な留学の方法、留学先候補がみえてきたら、それぞれを比較し、プラスポイント（メリット、魅力など）と
マイナスポイント（懸念事項、ハードルなど）を挙げてみましょう。

（２） 留学を実現するために
目指す留学が見えてきたら、後は実現に向けての準備、課題への取り組みが欠かせません。現状の課題と目標、
達成に向けた手段を考えてみましょう。

課題

1
目標

達成時期

手段

課題

目標

達成時期

手段

課題

目標

達成時期

手段

+ポイント留学方法・留学先 －ポイント

2

3

留学ワークシート

ワークシート1 希望を明確にしましょう！
以下のワークシートに、留学についての希望を記入し、自分に合った留学の種類や留学先を考えてみましょう。
希望の留学が具体的に見えてきた場合、また逆に不明な点が生じたり希望が定まらない場合は、このワークシートを
海外留学相談の先生等に見せ、留学に向けたアドバイスをもらいましょう。

氏名1

所属学部・系・研究科・コース2 学年3

携帯電話5E メールアドレス4

どこに
留学したいですか？

6

どのような環境を希望しますか？7

なぜ留学したいですか？8

いつ頃、どのくらいの期間留学したいですか？9

留学に関して、1番重視することは何ですか？10

留学を考える上での懸念事項は何ですか？11

語学試験スコア、合格している試験・級等を記入してください。現在の語学力はどのくらいですか？12

質問事項があれば記入してください。13

□英語圏 □非英語圏（現地語で学ぶ） □非英語圏（英語で学ぶ） □オセアニア
□北米 □ヨーロッパ □アジア □アフリカ □中東 □中南米 □その他
□具体的な国名・大学名（ ）

□主要都市 □地方都市 □田舎
□現地人との交流が多い □留学生が多い
□日本人がある程度いる（日本語サポート有）
□学生寮に滞在 □ホームステイ □民間アパート等に滞在

※記入の上、海外留学相談時に持参すること。 27



留学相談について 
 

国際センターでは、海外留学に関する質問・相談に対応するとともに情報提供を⾏っています。海外留学の相談は基本的に予約が必要です。相談内容と⽇時
を確認し、該当する教員のカレンダーから予約をしてください。相談は教員の研究室もしくはオンラインで⾏なっています。他の予約や⽤務等で希望⽇時に
予約が難しい場合もありますので、相談の予約は余裕を持ってしましょう。特に応募期間中は多くの⽅が相談を希望し、希望の時間帯に予約が取れないこと
もあるため、応募期間の開始から 3週間前を⽬安に相談予約することを推奨します。予約完了後、相談⽇までに留学相談前ヒアリングフォームに回答してく
ださい。※交換留学・派遣留学応募予定の学⽣の⽅は、応募前に国際センター教員への相談が必須となります。 

担当教員 相談内容 相談⽇･時間 場所 予約カレンダー 
佐々⽊リディア先⽣
lisasaki@tmu.ac.jp 

交換・派遣留学制度、応募前相
談、英語学習に関する相談 

⾦曜⽇ 
13 時〜16 時 
（12 時〜13 時を希望する場
合はご相談ください） 

国際交流会館 
2 階 210 号室 
海外留学相談室 

https://calendly.com/lisasa
ki/30min 
 

伊藤⼤将先⽣ 
taisho_ito_yeswecan@tmu.ac.jp 

交換・派遣留学の応募前相談 ⽕曜⽇ 午後 国際交流会館 
2 階 208 号室 

https://calendly.com/taish
o_ito_yeswecan/30min 

岡村郁⼦先⽣ 
iokamura@tmu.ac.jp 

海外留学と進路、語学⼒の準備、 
インターンシップ等に関する相談 

2023 年 10 ⽉〜2024 年 9 ⽉
はサバティカルのため不在で
す 

国際交流会館 
2 階 204 号室 

 

嶋内佐絵先⽣ 
sae@tmu.ac.jp 

海外留学と進路、語学⼒の準備、 
海外⽣活等に関する相談 

⽊曜⽇ 12：30〜14：30 国際交流会館 
2 階 205 号室 

https://calendly.com/saere
al/30min 

ラナウィーラゲ エランガー先⽣ 
eranga-r@tmu.ac.jp 

海外留学と進路、語学⼒の準備、 
インターンシップ等に関する相談 

⽕曜⽇の午前 国際交流会館 
2 階 207 号室 

https://calendly.com/erang
a-r/30min 

吉岡ラファエラ先⽣ 
rafaela-y@tmu.ac.jp 

海外留学と進路、語学⼒の準備、
トビタテ！留学 Japan 応募、 イ
ンターンシップ等に関する相談 

⽔曜⽇の 11 時〜14 時 国際交流会館 
2 階 207 号室 

https://calendly.com/tmu-
yoshioka/30min 
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平 成 ２ ９ 年 ３ 月 １ ６ 日 

留学生・留学委員会決定 
   

 

学生交換協定・学生派遣協定に基づく派遣学生の「担当教員」の役割について 

 

 

標記の件については、下記のとおりとする。 

 

 

記 

 

１ 担当教員の位置付け 

  本学の交換留学・派遣留学制度により派遣される場合は、学則上の留学となるため、学生は所属教授会等

の推薦に基づき学長による「留学許可」を受ける必要がある。各学部・研究科は、留学を希望する学生につ

いて担当教員を定める必要がある。 

  また、学生は留学先における履修状況等について、担当教員に報告する義務がある。 

 （首都大学東京留学生の派遣及び受入れに関する要綱） 

 

２ 担当教員の役割 

  担当教員の役割は以下のとおりとする。 

  ①学生の留学申込に際し、申込書の内容を確認し、署名欄に署名する。 

※１ 応募時の協定校とのマッチングについては国際センター教員（海外留学相談員）が行う。 

②留学内定後の履修相談を行う。 

③学生からの留学中の「派遣留学在籍確認兼月次報告書」を受領し、報告を受ける。 

（毎月初旬の在籍報告のメールに添付の形式） 

    

【在籍報告のメールについて】 

交換留学・派遣留学制度にて派遣される学生には、派遣先大学での在籍及び学修状況を確認するため、

「派遣留学在籍確認兼月次報告書」の提出を課す。送付先は以下のとおりとする。 

 

TO: 担当教員 

国際センター教員及び国際課職員（int-report＠jmj.tmu.ac.jp 、受信の目的は以下の通り） 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

本件担当：首都大学東京管理部 

国際課留学生交流係（内線 5708） 

国際センター教員：必要に応じ、異文化適応、カルチャーショック、危機管理等のアドバ

イスを行うため（必要時のみ返信する場合がある。） 

国際課：月額奨学金に係る手続きに使用するため 
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   東京都立大学派遣留学生経済支援実施要領 

 

2 5 首 都 大 管 国 第 8 0 号 

制定 平成 25 年４月 30 日 

 

 （目的） 

第１条 この要領は、東京都立大学（以下「本学」という。）が、学生の国際交流に関する

協定又は協議に基づき留学する学生に対して実施する経済支援について、必要な事項を

定めることを目的とする。 

（令 2 首都大国第 1348 号・一部改正） 

 （申請資格） 

第２条 経済支援の給付を申請できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1）本学に在学している者（休学者は含まない。） 

 (2)東京都立大学留学生の派遣及び受入れに関する要綱第３条により、所属する学部の教

授会等（大学院生の場合にあっては、研究科教授会等。以下同じ。）の推薦に基づき、

学長の許可を受けて留学する者。ただし、全学の学生交換協定及び学生派遣協定に基

づく派遣留学生以外の者にあっては、本経済支援の受給について、別途、部局の推薦

を受けている者に限る。 

 (3) 留学先での受入れ期間が、本学における１学期間に相当する期間以上である者 

（平 26 首都大管国第 158 号・一部改正、平 27 首都大管国第 957 号・一部改正・追加、平 28 首都大国

第 1000 号・一部改正、令 2 首都大国第 1348 号・一部改正） 

 （支援内容） 

第３条 経済支援の内訳は、奨学金及び渡航費の給付とする。 

 （奨学金） 

第４条 奨学金の給付月額は、別表１に定める金額とする。 

２ 別表２の左欄に掲げる派遣期間に応じて、同表の右欄に掲げる奨学金月額の支給月

数を決定し、奨学金を支給する。なお、派遣期間についてはプログラム毎に別に定める。 

３ 前２項の規定にかかわらず、本学が公募の窓口になっている他の給付型奨学金（留

学に係るものに限る。）の支給を同額以上受けている場合は、本奨学金の支給対象となら

ない。 

４ 奨学金の給付月数の上限は、12 ヶ月とする。 

５ 奨学金の給付にあたっては、毎月在籍確認を行うものとする。 

（平 25 首都大管国第 162 号・一部改正・別表削除、平 26 首都大管国第 995 号・一部改正・別表追加、

平 28 首都大国第 1000 号・一部改正・別表削除、平 29 首都大管国第 1099 号・一部改正・別表追加、令

2 首都大国第 1348 号・別表一部改正、令 5 都立大管国第 498 号・別表一部改正） 

 （渡航費） 

第５条 渡航費として、別表３に定めた金額を上限として、次の各号に掲げる費用の総額
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を給付する。ただし、他団体等からの奨学金により渡航費が同額以上支給される場合は

給付しない。 

 (1) 往復航空賃（エコノミークラスとし、燃油サーチャージ等を含む。） 

 (2) 空港旅客サービス施設使用料及び入出国税 

２ 渡航費は、原則として最も経済的な通常の経路により渡航した場合の実費額により

算定する。往路復路共に、プログラムの派遣目的達成に必要のない箇所への立ち寄りや

私用、別用務等は行わないこと。 

３ 渡航費は、留学開始時及び留学終了時に係るものを支給する。 

（平 25 首都大管国第 703 号・一部改正、平 26 首都大管国第 995 号・一部改正・別表追加、平 28 首都

大国第 1000 号・一部改正、平 29 首都大管国第 1099 号・一部改正、令 5 都立大管国第 498 号・一部改

正・令５都立大管国第 1123 号・別表一部改正） 

 （給付人数） 

第６条 経済支援の給付人数は、予算等の範囲内で、給付可能な人数とする。 

 （申請手続） 

第７条 経済支援の給付を希望する者は、申請書類を指定の期日までに、プログラム主管

部局（部局主管のプログラムにあっては当該部局、全学の学生交換協定及び学生派遣協

定に基づくプログラムにあっては国際センターをいう。）の事務室へ提出するものとする。 

（平 25 首都大管国第 162 号・平 26 首都大管国第 158 号・平 29 首都大管国第 1099 号一部改正） 

 （給付対象者の選考等） 

第８条 給付対象者の選考基準は、プログラム主管部局において別に定める。 

２ 部局主管のプログラムに係る給付対象者は、プログラム主管部局において選考し、

留学生・留学委員会に報告することとする。 

３ 全学の学生交換協定及び学生派遣協定に基づくプログラムに係る給付対象者は、留

学生・留学委員会において選考することとする。 

（平 25 首都大管国第 162 号・平 26 首都大管国第 158 号・平 28 首都大国第 1000 号・一部改正） 

 （給付手続） 

第９条 第８条の選考により本経済支援の給付対象者として認められた者（以下「経済支

援学生」という。）は、誓約書その他給付に当たって必要な書類を指定の期日までに、

国際課へ提出するものとする。 

（25 首都大管国第 162 号・25 首都大管国第 1367 号・一部改正） 

 （給付方法） 

第１０条 経済支援は、奨学金にあっては毎月、渡航費にあっては原則として派遣前に、

経済支援学生が指定する日本国内の口座に振り込みにより給付する。 

２ 派遣前に支給した渡航費に過不足が生じた場合には、帰国後に精算を行うものとす

る。 

（25 首都大管国第 162 号・25 首都大管国第 703 号・一部改正） 

 （経済支援学生の責務） 
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第１１条 経済支援学生は、渡航にあたり、海外旅行保険及び留学生・留学委員会が指定

する危機管理サービスに加入しなければならない。 

２ 経済支援学生は、派遣学生として決定してから留学期間が満了するまで本学に継続

して在学し、留学期間終了後は速やかに帰国して本学における学業を継続しなければな

らない。 

３ 経済支援学生は、毎月、別に定める期間内に、所属する学部・研究科及び国際課に

対し在籍確認報告を行わなければならない。 

４ 経済支援学生は、留学期間終了後１ヶ月以内に、留学成果をプログラム主管部局長

に報告しなければならない。 

５ 経済支援学生のうち、東京都立大学学生交換協定に基づく派遣留学プログラム及び

学生派遣協定に基づく派遣留学プログラム参加者は、留学期間終了後速やかに、効果測

定として派遣先大学の授業言語の語学試験を受験しなければならない。 

（26 首都大管国第 995 号・一部改正、平 27 首都大管国第 957 号・追加、平 28 首都大国第 1000 号・一

部改正、平 29 首都大管国第 1099 号・一部改正、令 2 首都大国第 1348 号・一部改正） 

（経済支援学生の取消） 

第１２条 学長は、経済支援学生が、経済支援の給付を受けるまでの間又は給付期間中に、

次の各号のいずれかに該当した場合は、経済支援学生の資格を喪失したものと認め、経

済支援を中止又は一時的に停止することができる。 

 (1) 本学学生の身分を失った場合 

 (2) 本学を休学した場合 

 (3) 本学の学則及び大学院学則等に基づき懲戒処分を受けた場合 

 (4) 留学を取りやめた場合 

 (5) 経済支援学生としての責務を怠った場合 

 (6) その他、学長が経済支援学生として適当でないと認めた場合 

 （返還） 

第１３条 学長は、経済支援学生が経済支援の給付を受けた後に、前条各号のいずれかに

該当し、既に給付した経済支援の返還を求めることが適当であると認めた場合には、奨

学金及び渡航費の一部又は全部の返還を求めることができる。ただし、死亡等により前

条第１号に該当した場合はこの限りではない。 

２ 前項において奨学金及び渡航費の返還を求められた経済支援学生は、指定の期日ま

でに返還しなければならない。 

 （事務） 

第１４条 経済支援実施に関する事務は、東京都立大学管理部国際課が行う。 

（25 首都大管国第 1367 号・一部改正、令 2 首都大国第 1348 号・一部改正） 

 （その他） 

第１５条 この要領に定めるもののほか、経済支援実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則（平成 25年４月 30 日 25 首都大管国第 80号） 
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 この要領は、平成 25 年４月 30 日から施行し、平成 25年度に留学を開始する派遣留学生

から適用する。  

      附 則（平成 25年５月 16 日 25 首都大管国第 162 号） 

この要領は、平成 25年５月 16日から施行し、平成 25 年度に留学を開始する派遣留学生

から適用する。 

附 則（平成 25 年 10月 15 日 25 首都大管国第 703 号） 

この要領は、平成 25 年 10 月 15 日から施行し、平成 26年度に留学を開始する派遣留学

生（平成 25年度春募集での申込により留学を開始する全学の学生交換協定に基づく派遣留

学生を除く。）から適用する。 

附 則（平成 26 年４月１日 25首都大管国第 1367 号） 

この要領は、平成 26 年 4月 1 日から施行する。 

附 則（平成 26 年６月５日 26首都大管国第 158 号） 

この要領は、平成 26 年６月５日から施行し、平成 26 年度に留学を開始する派遣留学生

から適用する。 

附 則（平成 26 年 12月 1 日 26 首都大管国第 995号） 

この要領は、平成 26年 12 月１日から施行し、平成 27年度に留学を開始する派遣留学生

（ただし、本施行日以前に決定した経済支援学生を除く。）から適用する。 

附 則（平成 27 年 11月 30 日 27 首都大管国第 957 号） 

この要領は、平成 27 年 12 月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年 11月 30 日 28 首都大管国第 1000号） 

この要領は、平成 28年 12 月１日から施行し、平成 29年度に留学を開始する派遣留学生

（ただし、本施行日以前に決定した経済支援学生を除く。）から適用する。 

   附 則（平成 29年 11月 30 日 29 首都大管国第 1099 号） 

 この要領は、平成 30年１月 19 日（以下「施行日」という。）から施行し、平成 30 年度

に留学を開始する派遣留学生（施行日以前に決定した経済支援学生を除く。）から適用する。

ただし、改正後の第 11条第３項の規定は、平成 30年４月１日から施行し、同年３月 31

日以前に本学に入学した者に対する同項の適用については、なお従前の例による。 

   附 則（平成 30年３月 19 日 29 首都大管国第 1421 号） 

 この要領は、平成 30年４月１日（以下「施行日」という。）から施行し、平成 30 年度に

留学を開始する派遣留学生（施行日以前に決定した経済支援学生を除く。）から適用する。 

  附 則（令和 2年３月 31日 31 首都大管国第 1348 号） 

 この要領は、令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行し、令和 2年度に留

学を開始する派遣留学生から適用する。 

  附 則（令和５年 10月３日 5都立大管国第 498 号） 

 この要領は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行し、令和６年度に留

学を開始する派遣留学生（施行日以前に決定した経済支援学生を除く。）から適用する。 

附 則（令和６年３月 29日５都立大管国第 1123 号） 
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 この要領は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行し、令和６年度に留

学を開始する派遣留学生（施行日以前に決定した経済支援学生を除く。）から適用する。 

 

別表１（第 4 条関係） 

派遣先地域別 奨学金月額（令 2 首都大管国第 1348 号・一部改正、令 5 都立大管国第 498 号・一部改正） 

派遣先地

域 

奨学金月額 地域名・都市名 

授業料減免適

用者を除く 

授業料減免適

用者 

指定都市 10 万円 10 万円 アビジャン、アブダビ、クウェート、サンフランシスコ、シンガポール、ジ

ッダ、ジュネーブ、ニューヨーク、パリ、モスクワ、リヤド、ロサンゼルス、

ロンドン、ワシントン 

甲地域 8 万円 10 万円 ・北米 

・欧州 

・中近東（アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズ

ベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、

コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トル

クメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニ

ア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モン

テネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシアを除く。） 

（主な都市） 

アムステルダム、アンカレッジ、ウィーン、ヴァンクーバー、エルサレム、

コペンハーゲン、シアトル、シカゴ、チューリッヒ、トロント、ニューオリ

ンズ、ハンブルグ、フランクフルト、ブラッセル、ホノルル、ボストン、マ

ドリッド、モントリオール、ローマ 

乙地域 7 万円 9 万円 指定都市、甲地域、丙地域以外の地域 

（主な都市） 

ウェリントン、クアラルンプール、サンクトペテルブルク、シドニー、ジャ

カルタ、ソウル、ソフィア、タシケント、バンコク、プラハ、ブダペスト、

マニラ、メルボルン、ヤンゴン 

丙地域 6 万円 8 万円 ・アジア（インドシナ半島（シンガポール、タイ、ミャンマー、マレーシア

を含む）、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ、

香港を除く。） 

・中南米 

・アフリカ 

（主な都市） 

カイロ、ケープタウン、サンパウロ、上海、台北、ナイロビ、 

ブエノスアイレス、北京、メキシコシティー、リオデジャネイロ、リマ 
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(注) 原則として、授業料減免適用者は、経済支援申請時に本学の授業料減免制度を受

けている者とする。 

 

別表２（第 4 条関係）（平 29 首都大管国第 1099 号・追加、令 2 首都大管国第 1348 号・別表改正） 

奨学金支給基準 

派遣期間 支給月数 

8 日 ～ 31 日 1 

32 日 ～ 62 日 2 

63 日 ～ 93 日 3 

94 日 ～ 124 日 4 

125 日 ～ 155 日 5 

156 日 ～ 186 日 6 

187 日 ～ 217 日 7 

218 日 ～ 248 日 8 

249 日 ～ 279 日 9 

280 日 ～ 310 日 10 

311 日 ～ 341 日 11 

342 日 ～ 365（366*）日 12 

*閏年の 2 月 29 日を含む留学プログラムの場合のみ。 

 

 

別表３（第 5 条関係）（平 26 首都大管国第 995 号・追加、令５都立大管国第 1123 号・別表改正） 

派遣先地域別 渡航費 

派遣先地域 渡航費 

アジア地域 

アフガニスタン、インド、インドネシ

ア、韓国、カンボジア、シンガポール、 

スリランカ、タイ、台湾、 

中国、ネパール、パキスタン、バング

ラデシュ、東ティモール、フィリピン、

ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、

マカオ、マレーシア、ミャンマー、モ

ルディブ、モンゴル、ラオス 

15 万円 

上記以外の地域 25 万円 
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東京都立大学派遣留学応募学生に対する語学試験受験費用補助 

に関する実施要領 

 

26 首都大管国第 503 号 

制定 平成 26 年 8 月 5 日 

 

 （目的） 

第１条 この要領は、東京都立大学（以下「本学」という。）が、学生交換協定及び学生派

遣協定に基づく交換留学及び派遣留学に応募する学生に対して実施する語学試験受験費

用補助について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（31首都大管国第 1373号・一部改正） 

 （申請資格） 

第２条 語学試験受験費用補助を申請できる者は、次の各号の全てに該当する者とする。 

 (1)東京都立大学留学生・留学委員会において実施する全学の学生交換協定に基づく派遣

学生候補者の推薦選考又は全学の学生派遣協定に基づく派遣学生候補者の推薦選考に

応募し、応募書類として言語能力を証明する書類を提出している者。ただし、応募す

る協定先大学が求める言語能力の一定基準に達している者に限る。 

 (2) 過去に本学より語学試験受験費用の補助を受けていない者 

（31首都大管国第 1373号・一部改正） 

 （補助内容） 

第３条 語学試験受験費用の半額を支給する。 

 （給付人数） 

第４条 補助の給付人数は、予算等の範囲内で給付可能な人数とする。申請者が給付可能 

人数を上回る場合は、申請書が指定された窓口に到達した順位に従い、給付可能人数に

満つるまでの者に支給する。 

 （申請手続） 

第５条 語学試験受験費用補助を希望する者は、以下に定める申請書類を指定の期日まで

に、指定された窓口へ提出するものとする。 

(1)  語学試験受験費用補助申請書（領収書等支払金額がわかるものを添付）  

 (2)  銀行口座登録依頼書 

 （給付方法） 

第６条 前条の申請書類に基づき、選考終了後振込により給付する。 

 （補助の取消） 

第７条 応募学生が、語学試験受験費用補助の給付を受けるまでの間に、次の各号のいず

れかに該当した場合は、語学試験受験費用補助の給付資格を喪失したものと認め、給付

を中止することができる。 
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 (1) 本学学生の身分を失った場合 

 (2) 本学の学則及び大学院学則等に基づき懲戒処分を受けた場合 

 (3) 派遣候補者の推薦選考を辞退した場合 

 （事務） 

第８条 語学試験受験費用の補助に関する事務は、東京都立大学管理部国際課が行う。 

（31首都大管国第 1373号・一部改正） 

 （その他） 

第９条 この要項に定めるもののほか、語学試験受験費用の補助に関し必要な事項は、別

に定める。 

   附 則（平成 26 年 8 月 5 日 26 首都大管国第 503 号） 

 この要領は、平成 26 年 8 月 5 日から施行し、平成 26 年度秋募集分から適用する。  

    附 則（令和 2 年 3 月 27 日 31 首都大管国第 1373 号） 

 この要領は、令和 2 年 4 月 1 日から施行し、令和 2 年度募集分から適用する。  
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